
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人宮崎忠義の上告理由第一点について。

　原審の事実認定は原判決挙示の証拠に照らして肯認することができ、右事実関係

のもとにおいては、本件事故が上告人の過失に基づいて発生したものであつて、被

上告人らの過失によるものではないとした原審の判断は相当である。したがつて、

論旨は採用できない。

　同第二点について。

　道路交通法は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るこ

とを目的とする。」（一条）ものであるから、民事上の過失の有無を判断するにあ

たり、その各規定を勘案することに何の違法もなく、原判決もその趣旨で同法条を

引用したものであることは原判示に照らして明らかであるから、原判決に所論の違

法はなく、所論は採用できない。

　同第三点について。

　被上告人らの過失の有無は本件事故現場が道路交通法の規定する交差点にあたる

か否かにかかわらず、本件事故現場の状況等事故当時の客観的事情によつて判断さ

れるべきものであるから、所論は、ひつきよう、原判決の結論に関係のない法令解

釈の誤りをいうにすぎず、採用に値しない。

　同第四点について。

　本件事故は、被上告人Ｂがその運転する自動三輪車を駐停車したことによつて生

じたものではないから、その駐停車が法規に違反しているか否かならびに交差点お

よびその中心点について原審が判断を示さなかつたとしても、違法ではない。した
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がつて、原判決に所論の違法はなく、所論は採用できない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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